～　Q&A　～
	Q
	住宅の一部が店舗や事務所である場合、補助金申請することはできますか。


A.　申請することはできません。本事業では、ツールの計算条件と合わせるため、専用住宅を対象としています。

	Q
	交付申請の手続きの方法を教えてください。


A. 申請にあたっての注意事項を記載した「交付申請等の手引き」をホームページに掲載していますので、申請前にご確認をお願いします。手引きP6の 7 交付申請について 3-1　交付申請時の提出書類一覧のうち、必要となる書類をご準備のうえ、窓口へ申請（窓口持込・郵送・行政オンラインシステム）してください。
HP：https://www.pref.osaka.lg.jp/o130170/kenchi_kankyo/hojokin.html
申請窓口：大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 建築環境・設備G
※窓口への提出は事前に予約のうえお越しください。

	Q
	交付申請の受付期限を教えてください。


A. 交付申請の受付期限は9月30日までです。申込状況により、交付申請の受付期限までに申請の受付を締め切ることがあります。

	Q
	交付申請から交付決定までの期間はどのくらいですか。


A. 交付申請を受け付けてから補助対象候補者を示す着順決定通知までの期間　が概ね１ヶ月程度であり、補助金の交付決定については、その後、別途、発注予定の効果測定等を行う委託事業者が決定した後に行います。
　　（委託業者は令和８年８月下旬～９月上旬に決定される予定）
なお、効果測定等を行う委託事業者が決定しない場合は、補助金交付が中止となりますので、ご注意ください。


	Q
	他の補助金を受けて改修工事を行いますが、本補助金も同時に受けることは可能ですか。


A. 原則として、本事業と補助対象が重複する場合は併用できません。なお、改修工事において、補助対象部分を明確に切り分けられる場合は、併用が可能となる場合があります。

	Q
	住宅の建築時期はどのように確認すればよいですか。


A. 「固定資産（家屋）評価証明書」「登記事項証明書（建物）」等により建築時期を確認してください。

	Q
	工事請負契約締結後の補助申請は可能ですか。


A. 交付決定通知後に工事請負契約を締結し、改修工事に着手してください。交付決定日よりも前に着手（契約）した事業は、いかなる理由であっても全額補助対象外となりますので、ご注意ください。

	Q
	工事完了後に事後申請できますか。


A. 工事着手後や工事完了後の申請はできません。

	Q
	登記事項証明書はどこで取得できますか。


A. 登記事項証明書は、法務局で取得できます。詳しくは、法務局にお問い合わせください。

	Q
	登記事項証明書は、建物・土地どちらも必要ですか。


A.　建物のみです。





	Q
	見積書について、所定の様式はありますか。


A. 見積書について、定まった様式はありません。以下の点にご留意いただき、見積書の作成を依頼してください。
・見積書発行業者の名称、住所（発行業者の場合は不要）、連絡先、社判（又は担当者印）
・備品について、型番の記載や数量が「１式」ではなく「１台」「１個」のように明確になっていること

	Q
	交付申請時（施工前）の現況写真の添付はどのようにすればよいですか。


A. 施工箇所ごとに、施工箇所を含んだ部屋全体の写真と施工箇所を拡大した部分写真を添付してください。開口部の断熱改修工事の場合は、既存の窓を確認するため、必ずカーテン、障子 、ブラインドなどを開けてサッシ枠全体が写るように撮影してください。また、フロートガラス、網入ガラス等が判別できるように、明るい部屋でピントを合わせて撮影してください。

	Q
	完了実績報告時（施工後）の完成写真の添付はどのようにすればよいですか。


A. 交付申請時と同じアングルで、施工中の写真（作業員が写っている写真等）、とサッシ枠の状態が分かる窓単体の写真を添付してください。躯体の断熱改修工事については、断熱材の品番や数量が把握できるよう、納品時の梱包写真を添付してください。

